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教員の定義・資格教育法規

♦教育法規

ポイント

■教育公務員・教員・教育職員・教職員

「教育公務員」（特例法2条）
公立学校の学長，校長（園長），教員及び部局長，
教育委員会の専門的教育職員

「教員」（特例法2条）

公立学校の教授，准教授，助教，副校長（副園
長），教頭，主幹教諭（幼保連携型認定こども園
の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。），指
導教諭，教諭，助教諭，養護教諭，養護助教諭，
栄養教諭，主幹保育教諭，指導保育教諭，保育
教諭，助保育教諭及び講師。

「教育職員」（免許法2条）

幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等
学校・中等教育学校，特別支援学校，幼保連携
型認定こども園の主幹教諭，指導教諭，教諭，
助教諭，養護教諭，養護助教諭，栄養教諭，主
幹保育教諭，指導保育教諭，保育教諭，助保育
教諭及び講師

「教職員」（標準法2条）
校長，副校長及び教頭，主幹教諭，指導教諭，
教諭，養護教諭，栄養教諭，助教諭，養護助教諭，
講師，寄宿舎指導員，学校栄養職員，事務職員

1　教員の定義
〈特例法2条〉
　この法律において「教育公務員」とは，地方公務員のうち，学校（学校
教育法 （昭和22年法律第26号）第1条に規定する学校及び就学前の子ど
もに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律 （平成18年
法律第77号）第2条第7項 に規定する幼保連携型認定こども園（以下「幼
保連携型認定こども園」という。）をいう。以下同じ。）であつて地方公共
団体が設置するもの（以下「公立学校」という。）の学長，校長（園長を含
む。以下同じ。），教員及び部局長並びに教育委員会の専門的教育職員を
いう。

2 　この法律において「教員」とは，公立学校の教授，准教授，助教，副
校長（副園長を含む。以下同じ。），教頭，主幹教諭（幼保連携型認定こ
ども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。以下同じ。），指導教諭，
教諭，助教諭，養護教諭，養護助教諭，栄養教諭，主幹保育教諭，指
導保育教諭，保育教諭，助保育教諭及び講師（常時勤務の者及び地方公
務員法 （昭和25年法律第261号）第28条の5第1項に規定する短時間勤
務の職を占める者に限る。第23条第2項を除き，以下同じ。）をいう。

3 　この法律で「部局長」とは，大学（公立学校であるものに限る。第26
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条第1項を除き，以下同じ。）の副学長，学部長その他政令で指定する部
局の長をいう。

4 　この法律で「評議会」とは，大学に置かれる会議であつて当該大学を
設置する地方公共団体の定めるところにより学長，学部長その他の者で
構成するものをいう。

5 　この法律で「専門的教育職員」とは，指導主事及び社会教育主事をいう。

〈免許法2条①〉
　この法律において「教育職員」とは，学校（学校教育法 （昭和22年法
律第26号）第1条 に規定する幼稚園，小学校，中学校，義務教育学校，
高等学校，中等教育学校及び特別支援学校（第3項において「第一条学校」
という。）並びに就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の
推進に関する法律 （平成18年法律第77号）第2条第7項に規定する幼保
連携型認定こども園（以下「幼保連携型認定こども園」という。）をいう。
以下同じ。）の主幹教諭（幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主
幹栄養教諭を含む。以下同じ。），指導教諭，教諭，助教諭，養護教諭，
養護助教諭，栄養教諭，主幹保育教諭，指導保育教諭，保育教諭，助
保育教諭及び講師（以下「教員」という。）をいう。

〈標準法2条③〉
　この法律において「教職員」とは，校長，副校長及び教頭（中等教育
学校の前期課程にあつては，当該課程の属する中等教育学校の校長，副
校長及び教頭とし，特別支援学校の小学部又は中学部にあつては，当該
部の属する特別支援学校の校長，副校長及び教頭とする。），主幹教諭，
指導教諭，教諭，養護教諭，栄養教諭，助教諭，養護助教諭，講師，
寄宿舎指導員，学校栄養職員（学校給食法（昭和29年法律第160号）第
7条に規定する職員のうち栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並
びに栄養教諭以外の者をいう。以下同じ。）並びに事務職員（それぞれ常
勤の者に限る。第17条を除き，以下同じ。）をいう。

2　資格
（1）校長・教員の欠格事由
〈学校法9条〉
　次の各号のいずれかに該当する者は，校長又は教員となることができない。
一　成年被後見人又は被保佐人
二　禁錮以上の刑に処せられた者
三　教育職員免許法第10条第1項第2号又は第3号に該当することによ
り免許状がその効力を失い，当該失効の日から3年を経過しない者

四　教育職員免許法第11条第1項から第3項までの規定により免許状取
上げの処分を受け，3年を経過しない者

五　日本国憲法施行の日以後において，日本国憲法又はその下に成立し
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